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通勤手当非課税限度額引上げの処理は
１月～３月分の支払は年末調整で処理

周知のように、2016年度税制改正において通勤手当の非課税限度額が月額15
万円（改正前10万円）に引き上げられ、2016年１月１日以後に支払われるべき通
勤手当から適用されている。
このうち、政令施行前の１月１日から３月31日までに支払われるべき通勤手当で、

改正後の新規定を適用した場合に過納となる税額については、今年の年末調整
の際に精算を行うこととされている。

一方で、政令施行日である４月１日以後に支払われる通勤手当についても、改
正前の非課税規定で支払ってしまう場合もあると思われる。このような場合には、
年末調整による精算で処理するのではなく、旧規定による源泉徴収を行った後速
また、2015年度税制改正では、手続委託型免税店制度が創設され、2015年４月

１日以降は、商店街等に設置された「免税手続カウンター」を営む事業者に、各免
税店が免税手続きを委託して、同カウンターで各店舗の免税手続きをまとめて行
うことが可能となっている。
この半年間の免税店の増加率は、三大都市圏が21.1％増、地方が21.3％増とと
もに２割を超えていて、全国万遍なく増えている。
なお、2016年度税制改正では、2016年５月１日から、免税対象となる最低購入
額は、一般物品が１万円超から5000円以上に引き下げられ、これに合わせ消耗
品（飲食料品や化粧品等）も5000円超から5000円以上とされている。


